
重要
２０２５（令和７）年度から返還を開始する人へ

徳島県奨学金返還の手引

返還が完了するまで必ず保管し、
諸届を提出する際には、

本手引の様式をコピーして御使用ください。

奨学生番号 氏 名

徳島県教育委員会 生涯学習課
〒７７０－８５７０

徳島市万代町１丁目１番地

電 話 ０８８－６２１－３１３２

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０８８－６２１－２８８４
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１ 返還期間及び返還方法について

（１） 返還期間 ： ２０年以内です。

（２） 据置期間 ： 奨学金の貸与終了後、６か月間は返還を据え置くことができます。

（３） 返還方法及び割賦方法

返還方法 割賦方法 返還時期 備 考

口座振替 月賦 毎月１５日 ※ 指定の預金口座から自動引落します。

※ 口座振替取扱い金融機関は、阿波銀行、

※15日が土曜日・日曜 徳島大正銀行、ゆうちょ銀行 です。

日・祝日の場合は翌 ※ 振替不能になった場合、同時引落の届出

営業日 をすれば、翌月以降の口座振替日に２か月

分を口座振替することができます。

一括 指定月 １５日に納入通知書を送付しますので、

納期限までにお支払いください。

納付書払い 年賦 年１回の指定月 令和４年４月から電子収納が可能とな

り、コンビニ等でも使えるようになりま

半年賦 年２回の指定月 した。

月賦 毎月

（注）納付できる金融機関等については、納付書の裏面を御確認ください。

（注）コンビニで納付された場合、県に収納されるまでに１０日から２週間ほど要する

ため、翌月の明細に反映されない場合があります。御不明な場合は、お問合せください。
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２ 異動・変更時の届出について

奨学生本人、連帯保証人、保証人について、次のような変更があった場合は、届出書類の提

出が必ず必要です。

事 由 届出書類等 備 考

住所、電話番号、 「氏名等変更届」 ・奨学生のみ変更の場合は、連帯保証人や保証
氏名等の変更 （様式第６号） 人の記載は不要です。

・連帯保証人や保証人のみ変更の場合は、奨学
生の記載は不要です。

連帯保証人又は 「連帯保証人（保証人）変 ・新しい連帯保証人又は保証人が署名・捺印し
保証人 の変更 更届」 提出してください。

（様式第９号） ・新しい連帯保証人又は保証人の「印鑑登録証明
書」及び新しい連帯保証人又は保証人の「所得証明書」
を提出してください。（変更がある人のみ）

返還方法の変更 ｢奨学金返還方法変更 ・納付書払いから口座振替に変更するときは、
（納付書払い、口座 届｣ 「徳島県奨学金償還金口座振替届出書」（阿波銀
振替、同時引落） （様式第１３号の２） 行・徳島大正銀行用）又は「自動払込利用申込

書」（ゆうちょ銀行用）の届出が必要になるので、
割賦方法の変更 事前に御連絡ください。
（月払い、半年賦、 ・同時引落（振替不能になった場合、翌月以降の口
年賦、一括） 座振替日に２か月分を口座振替すること。）を希望す

る場合も、事前に御相談ください。

返還口座の変更 「奨学金返還方法変更 ・奨学金の返還口座を変更するときは、「徳島県
届」 奨学金償還金口座振替届出書」（阿波銀行・徳島

（様式第１３号の２） 大正銀行用）又は「自動払込利用申込書」（ゆう
ちょ銀行用）の届出が必要になるので、事前に
御連絡ください。

３ 返還猶予を希望するときの手続について

返還猶予を希望する場合は、「奨学金返還猶予申請書」（様式第１４号）及び返還猶予の理

由を証明する書類の提出が必要です。

○ 修学している場合

在学している学校が発行する「猶予を希望する年度の在学証明書（猶予を希望する年度が

2025(令和7)年度の場合、発行日が2025(令和7)年4月1日以降の在学証明書、原本）」など、

修学中であることを証明する書類をあわせて提出してください。

○ 疾病、失業、災害等により、返還が著しく困難な場合

診断書（原本）、ハローワークカードの写し、離職票の写し又は雇用保険受給資格者証の

写しなど、上記の事由を証明する書類が必要となりますので、事前に相談してください。
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（注意）

(1) 返還猶予の申請は、2025(令和7)年４月１日から受付します。

(2) 猶予期間中は、新たな請求は行いません。しかし、猶予が決定される以前に請求された返還

金は、猶予期間中であっても返還する必要があります。

(3) 猶予期間は、１回の申請につき１年以内です。

猶予期間終了後、引き続き猶予を希望する場合は、再度返還猶予の申請が必要です。

再度返還猶予の申請がない場合は、返還猶予期間（据置期間）終了後、自動的に返還請

求が再開されます。

（例 大学で４年間修学する場合は、４回申請が必要となります。）

(4) 返還猶予が認められると、猶予期間分だけ返還期間が後に延びます。

(5) 返還猶予開始年月は、奨学金返還猶予申請書を受付した年月の翌月からとなります。

ただし、修学が理由で返還猶予を希望される方は、返還猶予を希望する年度の４月
末日までに奨学金返還猶予申請書を当課担当まで提出すると、４月から返還猶予することが
できます（締切厳守。）。

ただし、返還開始月が４月の方は、４月８日（必着）で提出してください。

４ 返還金の延滞について

請求された返還金を、正当な理由なく納付期限までに納付せず滞納した場合は、日数に応

じて年３パーセントの延滞利息がかかります。必ず納付期限を守って返還してください。

なお、長期間返還がない場合は、弁護士法人等に奨学金返還の督促を依頼したり、法的措

置をとる場合がありますので御承知ください。

５ 返還免除について

次の場合は、返還が免除される場合がありますので、事前に相談してください。

返還免除を希望する場合は「奨学金返還免除申請書」（様式第１５号）及び返還免除理由を

証明する書類の提出が必要です。

ア 奨学生本人が死亡したとき。

・「奨学生等死亡届」（様式第10号）と死亡が確認できる書類をあわせて提出

してください。

イ 奨学生本人が、身体又は精神の障害により労働能力を喪失したとき。

・労働能力を喪失したことが証明できる書類をあわせて提出してください。

６ 各種様式について

氏名等の変更や返還方法等の変更については、本手引の５ページ以降にある各種様式をコ

ピーして御使用ください。また、各種様式は「徳島県ホームページ」からもダウンロードができま

す。ダウンロードの方法は、徳島県ホームページの中で「奨学金 様式集」と検索すると、様式

のダウンロードができるページがあります。御活用ください。
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７ 電子申請サービスについて

電子申請により、氏名等変更届や、奨学金返還方法変更届等をすることができます。徳島県

の「電子申請サービス」から「奨学金」で検索して御利用ください。

徳島県電子申請サービスアドレス（ＵＲＬ）https://s-kantan.jp/pref-tokushima-u/

◇氏名等変更届 ◇奨学金返還方法変更届
奨学生等の氏名、住所、 返還毎期額、口座

電話番号の変更 名義等の変更

残額一括返還

◇納入通知書再発行申込 ◇再引落に係る届出
納入通知書の再発行依頼 再引落の開始・中止

各種様式の送付依頼

送付先の変更

メッセージの送付

８ お問合せ及び書類の提出先

徳島県教育委員会 生涯学習課 徳島県奨学金担当

〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地 （県庁９階）

電話 088-621-3132 ﾌｧｸｼﾐﾘ 088-621-2884
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徳島県奨学金関係様式

御利用の際は、コピーしてお使いください。

なお、各種届出書類の様式は、変更することがあります。

最新の様式については、徳島県ホームページからダウンロード

ができます。

徳島県ホームページアドレス（ＵＲＬ）https://www.pref.tokushima.lg.jp/

※ 徳島県ホームページの検索窓に「奨学金 様式集」と入力し、

検索ボタンをクリックしてください。

また、電子申請サービスにより、様式の送付を依頼すること
ができます。

徳島県電子申請サービスアドレス（ＵＲＬ）https://s-kantan.jp/pref-tokushima-u/

※ 徳島県電子申請サービスの手続名に「奨学金」と入力して

検索し、「徳島県奨学金納入通知書再発行申込」より申込して

ください。

○様式第６号 ･･･････････ 氏名等変更届(電子申請可）

○様式第９号 ･･･････････ 連帯保証人（保証人）変更届

○様式第１０号 ･････････ 奨学生等死亡届

○様式第１３号の２ ･････ 奨学金返還方法変更届(電子申請可）

○様式第１４号 ･････････ 奨学金返還猶予申請書

○様式第１５号 ･････････ 奨学金返還免除申請書

○徳島県奨学金に係る送付先等届



様式第６号（第７条、第１１条関係）

氏名等変更届

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所
届出者

（奨学生） 氏 名

奨学生番号

自宅
電話

携帯

次のとおり変更がありましたので、徳島県奨学金貸与条例施行規則第７条第１項第１
号（第１１条第１項第１号）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

区 分 変 更 前 変 更 後

ふ り が な

氏 名
奨

〒 〒

住 所
学

自宅
生 電話

携帯

変更年月日 年 月 日

ふ り が な

氏 名
連

〒 〒
帯 住 所

保
自宅

証 電話
携帯

人
変更年月日 年 月 日

ふ り が な

氏 名

保 〒 〒
住 所

証
自宅

人
電話

携帯

変更年月日 年 月 日

備 考

注１ 変更があった項目について記入すること。
２ 氏名の変更に伴い、奨学金受取用口座に変更があった場合は奨学金受取方法変更届（様式
第９号の２）を、奨学金返還用口座に変更があった場合は奨学金返還方法変更届（様式第１
３号の２）を併せて提出すること。

３ 住所の変更に伴う通学形態の区分の変更があり、貸与月額の変更を申請する場合は、奨学
金月額変更申請書（様式第１０号の２）を併せて提出すること。



様式第６号（第７条、第１１条関係） 【記載例】

氏名等変更届

２０○○年○○月○○日

徳島県知事 殿

住 所 徳島市佐古○番町○○○○○○
届出者

（奨学生） 氏 名 ○○ ○○

奨学生番号 ○○○○○○○

自宅 ０８８－○○○－○○○○
電話

携帯 ０９０－××××－××××

次のとおり変更がありましたので、徳島県奨学金貸与条例施行規則第７条第１項第１
号（第１１条第１項第１号）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

区 分 変 更 前 変 更 後

ふ り が な

氏 名
奨

〒 〒

住 所
学

自宅
生 電話

携帯

変更年月日 年 月 日

ふ り が な

氏 名 徳 島 花 子 阿 波 花 子
連

〒770-○○○○ 〒770-○○○○
帯 住 所 徳島市万代町○○○○○○ 徳島市佐古○番町○○○○○○

保
自宅

証 電話
携帯 ０９０－××××－×××× ０９０－△△△△－△△△△

人
変更年月日 ２０○○年 ○○月 ○○ 日

ふ り が な

氏 名

保 〒 〒
住 所

証
自宅

人
電話

携帯

変更年月日 年 月 日

備 考

注１ 変更があった項目について記入すること。
２ 氏名の変更に伴い、奨学金受取用口座に変更があった場合は奨学金受取方法変更届（様式
第９号の２）を、奨学金返還用口座に変更があった場合は奨学金返還方法変更届（様式第１
３号の２）を併せて提出すること。

３ 住所の変更に伴う通学形態の区分の変更があり、貸与月額の変更を申請する場合は、奨学
金月額変更申請書（様式第１０号の２）を併せて提出すること。

和暦又は西暦で記入。
以後同じ。

申請者は奨学生本人。
住所は新住所を記入。

変更がある欄のみ変更前、変更後を記入。

変更がある欄のみ変更前、変更後を記入。

変更がある欄のみ変更前、変更後を記入。

ト ク シ マ ハ ナ コ ア ワ ハ ナ コ



様式第９号（第７条、第１１条関係）

連帯保証人（保証人）変更届

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所
届出者

（奨学生) 氏 名 ○印

奨学生番号

自宅
電話

携帯

連帯保証人（保証人）を変更しますので、徳島県奨学金貸与条例施行規則第７条第１項第
４号（第１１条第１項第２号）の規定により、次のとおり関係書類を添えて届け出ます。

区 分 変 更 前 変 更 後

ふ り が な

氏 名

〒 〒
住 所

連 電 話 自宅： 携帯： 自宅： 携帯：
帯
保 生 年 月 日 年 月 日生
証
人 続 柄

職業・年収 職業 年収 万円

変更年月日 年 月 日

変更の理由

ふ り が な

氏 名

〒 〒
住 所

保
電 話 自宅： 携帯： 自宅： 携帯：

証
生 年 月 日 年 月 日生

人
続 柄

職業・年収 職業 年収 万円

変更年月日 年 月 日

変更の理由

徳島県奨学金貸与条例の規定に基づき、貸与決定された内容を確認し、奨学金の返還の債
務について、新たに連帯保証人（保証人）となります。

新連帯保証人氏名 ○印

新 保 証 人 氏 名 ○印

注１ 連帯保証人又は保証人のうち変更するものについて記入すること。
２ 「新連帯保証人氏名」については新連帯保証人が、「新保証人氏名」については新保証人が自署押印
すること。なお、押印には実印を使用し、印鑑登録証明書を添付すること。

３ 新連帯保証人の収入額が確認できる書類を添付すること。



様式第１０号（第７条、第１１条関係）

奨学生等死亡届

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所

届出者

氏 名

自宅

電話

携帯

奨学生（奨学金の貸与を受けた者）が死亡しましたので、徳島県奨学金貸与条例施行

規則第７条第４項（第１１条第３項）の規定により、次のとおり関係書類を添えて届け

出ます。

死亡した者の

奨学生番号（ ）

氏 名

貸与を受けた 学校 課程 科

立

と き の 学 校 大学 学部 類

死 亡 年 月 日 年 月 日

備 考

注 死亡の事実が確認できる書類を添付すること。



様式第１３号の２（第１１条関係）

奨学金返還方法変更届

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所
届出者

（奨学生) 氏 名

奨学生番号

自宅
電話

携帯

徳島県奨学金貸与条例の規定による奨学金の返還の方法を変更したいので、徳島
県奨学金貸与条例施行規則第１１条第１項第３号の規定により、次のとおり届け出
ます。

区 分 変 更 前 変 更 後

【納入通知書】 【納入通知書】
イ 月 賦 イ 月 賦
ロ 半年賦（ 月・ 月） ロ 半年賦（ 月・ 月）

返 還 方 法 ハ 年 賦（ 月） ハ 年 賦（ 月）
ニ 一 括（ 月） ニ 一 括（ 月）

【口 座 振 替】 【口 座 振 替】
ホ 月 賦 ホ 月 賦

金融機関名

本 支 店 名
返 又 は 記 号
還
用 種 目 普 通 普 通
口
座 口 座 番 号

（右詰め）

フ リ ガ ナ

名 義

円 円
返 還 毎 期 額

（最終回 円） （最終回 円）

変 更 希 望 年 月 年 月から

注１ 変更する項目について記入すること。
２ 「返還方法」欄は、イからホまでのうち選択するものを○で囲むこと。なお、ロからニま
でを新たに選択する場合は括弧内に返還月を記入し、ホを新たに選択する場合又は返還用口
座を変更する場合は金融機関において所定の手続を行い、「返還用口座」欄を記入すること。

３ 氏名の変更に伴い名義を変更する場合は、氏名等変更届（様式第６号）を併せて提出する
こと。



様式第１３号の２（第１１条関係） 【記載例】

奨学金返還方法変更届

２０○○年○○月○○日

徳島県知事 殿

住 所
届出者

（奨学生) 氏 名 ○印

奨学生番号

自宅
電話

携帯

徳島県奨学金貸与条例の規定による奨学金の返還の方法を変更したいので、徳島
県奨学金貸与条例施行規則第１１条第１項第３号の規定により、次のとおり届け出
ます。

区 分 変 更 前 変 更 後

【納入通知書】 【納入通知書】
イ 月 賦 イ 月 賦
ロ 半年賦（ 月・ 月） ロ 半年賦（ 月・ 月）

返 還 方 法 ハ 年 賦（ 月） ハ 年 賦（ 月）
ニ 一 括（ 月） ニ 一 括（ 月）

【口 座 振 替】 【口 座 振 替】
ホ 月 賦 ホ 月 賦

金融機関名 ○ ○ 銀 行

本 支 店 名 ○ ○ 支 店
返 又 は 記 号
還
用 種 目 普 通 普 通
口
座 口 座 番 号

（右詰め） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

フ リ ガ ナ ﾄ ｸ ｼ ﾏ ﾊ ﾅ ｺ

名 義
徳 島 花 子

３，０００ 円 ５，０００ 円
返 還 毎 期 額

（最終回 円） （最終回 円）

変 更 希 望 年 月 ２０○○年 ○○ 月から

注 １ 変 更 す る 項 目 に つ い て 記 入 す る こ と 。
２ 「 返 還 方 法 」 欄 は 、 イ か ら ホ ま で の う ち 選 択 す る も の を ○ で 囲 む こ と 。
な お 、 ロ か ら ニ ま で を 新 た に 選 択 す る 場 合 は 括 弧 内 に 返 還 月 を 記 入 し 、 ホ
を 新 た に 選 択 す る 場 合 又 は 返 還 用 口 座 を 変 更 す る 場 合 は 金 融 機 関 に お い て
所 定 の 手 続 を 行 い 、 「 返 還 用 口 座 」 欄 を 記 入 す る こ と 。

３ 氏 名 の 変 更 に 伴 い 名 義 を 変 更 す る 場 合 は 、 氏 名 等 変 更 届 （ 様 式 第 ６ 号 ）
を 併 せ て 提 出 す る こ と 。

変更がある欄のみ変更前、変更後を記入。

和暦又は西暦で記入。

和暦又は西暦で記入。

奨学生が自署してください。

今、住んでいる住所を書いてくださ

い。住所が変更になる場合は、様式

第６号氏名等変更届により住所等を

変更してください。※住民票の異動

にかかわらず、県外の大学等に進学

している場合は、県外の住所を記入

してください。



様式 第 １４ 号（ 第 １ ３条 関係 ）

奨学金返還猶予申請書

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所
申請者

（奨学生) 氏 名

自宅
電話

携帯

徳島県奨学金貸与条例の規定による奨学金の返還の猶予を受けたいので、徳
島県奨学金貸与条例施行規則第１３条の規定により、次のとおり関係書類を添
えて申請します。

貸 与 を 受 け た
奨学生番号（ ）

者 の 氏 名

貸 与 を 受 け た 学校 課程 科
立

と き の 学 校 大学 学部 類

返還総額（Ａ） 円

返還済額（Ｂ） 円

残額（Ａ－Ｂ） 円

猶 予 希 望 期 間 年 月 から 年 月 まで

猶 予 の 理 由

注 猶予 の理 由 を 証明 する こ とが で きる 書 類を 添 付す る こと 。



様式 第 １４ 号（ 第 １ ３条 関係 ） 【 記 載例 】

奨学金返還猶予申請書

２０２５年○○月○○日

徳島県知事 殿

住 所

申請者

（奨学生)氏 名 ○印

自宅

電話

携帯

徳島県奨学金貸与条例の規定による奨学金の返還の猶予を受けたいので、徳島

県奨学金貸与条例施行規則第１３条の規定により、次のとおり関係書類を添えて

申請します。

貸 与 を 受 け た

徳島 一郎 奨学生番号（○○○○○○○）
者 の 氏 名

貸 与 を 受 け た ○○高等 学校 ○○ 課程 科

徳島県立
と き の 学 校 大学 学部 類

返還総額（Ａ） ○○○、○○○円

返還済額（Ｂ） ××、×××円

残額（Ａ－Ｂ） △△△、△△△円

猶 予 希 望 期 間 ２０２５年○○月 から ２０２６年○○月 まで

猶 予 の 理 由

注 猶予 の 理 由 を証 明 す る こと が で き る書 類 を 添 付す る こ と。

奨学生の氏名、奨学生番号を記入してください。

貸与を受けた出身学校を

記入してください。

※猶予期間は、１年以内です。

例えば、修学している場合、

２０２５（令和７）年４月から２０２６（令和８）年３月まで

※猶予期間終了後、引き続き猶予を希望する場合には、再度手続を行ってください。

○高校・大学・専門学校等で修学している場合

＜記入例＞○○大学△年に在学し、修学中のため返還猶予を希望する。

添付書類：在学証明書（写し不可）

○病気、失業、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響などにより、返還が困難な場合

＜記入例＞病気療養中につき就業していないため、返還猶予を希望する。

添付書類：診断書等（写し不可）

＜記入例＞現在失業中のため、返還猶予を希望する。

添付書類：ハローワークカードの写し、離職票の写し又は雇用

保険受給資格者証の写しなど、就業していないことを証明する書類

返還する総額を記入してください。

提出時までに返還した総額を記入してください。

返還総額（Ａ）から返還済額（Ｂ）を差し引いて記入してください。

２０２５（令和７）年

４月１日以降の日付

奨学生が自署してください。

今、住んでいる住所を記入してください。

※住民票の異動にかかわらず、県外の大

学等に進学している場合は、県外の住所

を記入してください。

住所が変更になる場合は、様式第６号氏

名等変更届により住所等を変更してくだ

さい。



様式 第 １５ 号（ 第 １ ４条 関係 ）

奨学金返還免除申請書

年 月 日

徳島県知事 殿

住 所

申請者

氏 名

自宅

電話

携帯

徳島県奨学金貸与条例の規定による奨学金の返還の免除を受けたいので、徳島県

奨学金貸与条例施行規則第１４条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請

します。

貸 与 を 受 け た

奨学生番号（ ）

者 の 氏 名

貸 与 を 受 け た 学校 課程 科

立

と き の 学 校 大学 学部 類

返還総額（Ａ） 円

返還済額（Ｂ） 円

残額（Ａ－Ｂ） 円

免 除 希 望 額 円

免 除 の 理 由

注 免除の理由を証明することができる書類を添付するこ と。



年 月 日

徳 島県 奨 学金 に 係る 送 付 先等 届

奨学生番号 奨学生氏名

１ 県教 育委員 会奨学 金担当 課から 文書（ 納付書 、お知 らせ等 ）を

お送り する送 付先、 連絡先 等につ いてお 教えく ださい 。

今後の送付先・連絡先として

□ 本人
奨学金借用証書記載の □ 連帯保証人 の住所、電話番号等を希望する。

□ 保証人
（いずれか１箇所にチェックレを入れてください。）

実際に住んでいる住所や電話番号等を御記入ください。

※借用証書に記載した住所等と同一の場合は省略可

住 〒（ － ）
本 所

人 氏 連絡先 自宅( ) －

名
(複数記入) 携帯( )

連 住 〒（ － ）
帯 所
保
証 氏 連絡先 自宅( ) －
人

名
(複数記入) 携帯( )

住 〒（ － ）
保 所

証
氏 連 絡 先 自宅( ) －

人
名

(複数記入) 携帯( )

借用証書に記載した住所等が異なる場合は、その理由等

２ 返還 方法が 口座振 替の方 は、同 時引落 （振替不 能と なった 場合に

翌月 以降の 口座 振替 日に２ か月分 を口座 振替 すること ）の希望につ

いてお教えください。
※返還方法が納入通知書の方は、記入不要です。

残高不足等により、口座振替不能となった月分の納付について、

翌月以降に同時引落を □ 希望する □ 希望しない

（どちらかにチェックレを入れてください。）






